
阿賀野市告示第１１６号  

排水設備工事指定工事店の代表者変更について  

 阿賀野市下水道条例（平成１６年阿賀野市条例第１７５号）第１４条の規定

により、代表者、所在地および電話番号変更の届出があったため、同条例第１

５条の２の規定に基づき告示する。  

  令和３年６月２２日  

阿賀野市長 田 中 清 善   

 

令和３年５月１９日 異動  

指定番号  指定業者  所在地  電話番号  異動内容  

137 

高徳工業 株式会社  

代表取締役  

石田 正芳  

新潟市西区  

新通 3119 番地  

025-211-

8852 

代表者変更  

旧：坪井 元彦  

所在地変更  

旧：新潟市中央区

二葉町 3丁目 5165 

電話番号  

旧：025-374-5951 

 

3.7.2 


